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2023年度の新入社員のタイプは 
「ＡＩチャットボットタイプ」 

 

産労総合研究所は、2023年度の新入社員のタイプとして、「可能性は∞（無限大）ＡＩチャットボット

タイプ」と命名した。これは、企業の人事担当者、大学のキャリアセンター担当者等から成る「新社会

人の採用・育成研究会」が、産労総研調査の「2023年３月卒業予定者の採用・就職に関するアンケート」

や採用・就職支援活動等を踏まえて、今年の新入社員の特徴と育成のヒントをまとめたもの。 

それによると、新型コロナウイルス感染症の猛威のなか、大学生活のほとんどをオンラインのカリキュ

ラムで過ごした今年の新入社員。インターンシップや就職活動もオンラインでの選考がごく自然に盛り

込まれ、むしろ対面での機会を増やそうという流れの中で入社を迎えた彼らは、対面でのコミュニケー

ション不足から、こちらに特別意図のない発言やしぐさでも、ストレスに感じてしまうことがある。 

一方で、知らないことはその場で自然に検索を始めるデジタルネイティブ世代の彼らは、様々なツール

を扱い答えを導き出すことにかけては、すでに高いスキルを持つ。先輩社員は、彼らの未熟な面や不安

をこれまで以上に汲み取りながらコミュニケーションを取ってほしい。 

ＡＩチャットボットが適切なデータ取得で進化していくように、彼らは適切なアドバイスを受けること

で、想定を超える成果を発揮する可能性に満ちているとしている。 

 

 

 

23年度税制改正法案が可決成立 
ＮＩＳＡの抜本的拡充・恒久化 

 

2023年度税制改正における所得税法等の一部を改正する法律案及び地方税法等の一部を改正する法律

案が３月28日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。両法律案は、一部を除き、2023年４月１日か

ら施行する。所得税法等の一部を改正する法律案は、家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、

資産所得倍増につなげるため、ＮＩＳＡの抜本的拡充・恒久化を行うとともに、スタートアップ・エコ

システムを抜本的に強化する。 

個人所得課税では、ＮＩＳＡ制度の抜本的拡充・恒久化として、年間投資上限額を拡充（「つみたて投

資枠」：120万円、「成長投資枠」：240万円）し、一生涯にわたる非課税限度額（1800万円）を設定（う

ち「成長投資枠」は、1200万円）、非課税保有期間を無期限化する。スタートアップへの再投資に係る

非課税措置を創設し、保有株式の譲渡益を元手に創業した場合に、出資分につき株式譲渡益に課税しな

い制度（上限20億円）とする。 

そのほか、極めて高い水準の所得について最低限の負担を求める措置を導入。基準所得金額から3.3億円

を控除した金額に、22.5％の税率を乗じた金額が基準所得税額を超過した差額の追加的な申告納税を求

める。 

資産課税では、資産移転の時期の選択により中立的な税制を構築するため、相続時精算課税の基礎控除

を創設、暦年課税における相続前贈与の加算期間を延長する。 

 


